
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時  2019 年１２月４日(水) 13：30～16：30  

場所  船橋市勤労市民センター ３階 第１会議室 

（JR 総武線船橋駅より徒歩 5 分、京成線船橋駅から徒歩 3 分） 

講師  石井 敏則 さん （社会保険労務士） 

 1964 年生まれ。千葉県茂原市出身、関西大学商学部卒業。 

 民間のソフトウェア会社、精神障害者の小規模作業所の職員を経て、 

 社会保険労務士事務所に勤務。2001 年社会保険労務士事務所開設。 

県内の NPO 法人の労務管理及び支援業務とともに、NPO クラブに 

おいて、労務に関する相談支援を行っている。 

対象  ＮＰＯのスタッフ・役員        

定員  30 名（先着順）      受講料無料 

内容 

1. 労災保険と雇用保険、社会保険のしくみ 

2. ＮＰＯの理事は労災保険が使えるの？ 

3. 労働基準法上の使用者・労働者とは－ボランティアって労働者？ 

4. ＮＰＯのリスク管理 

5. 労働基準法を理解しよう  採用／労働時間・休憩・休日・休暇／賃金／解雇・退職 

 講座の最後に個別相談をお受けします！   希望団体には、講座後「出かけてサポート」します。 

 

ＮＰＯの労務 

ばっちり習得 

平成 31 年度千葉県市民活動団体マネジメント事業   

主催：千葉県   

企画・運営・申込み・問合せ先： 

認定 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（NPO クラブ） 

【申込み】お名前・ご所属（団体名等）・連絡先をそえて 

メール npo-club@par.odn.ne.jp または TEL 043-303-1688  

FAX 043-303-1689 までお申込みください。 

 

団体の働き方に適した「労務」とは 

 

 

職員の働き方が様々 

どこまで管理が必要？ 

 

「有償ボランティア」の

扱いは？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

12/4 ＮＰＯの労務講座申込み 
 

 

※いただいた個人情報は、本講座の連絡用及び、ＮＰＯクラブからの情報提供のみに利用します。 

お名前                 

ご所属  

ご連絡先 ご住所                    

ＴＥＬ            ＦＡＸ                

Ｅ－ｍａｉｌ                    

特にお聞きになり 

たいことをお書き 

ください 

 

 

 

【講座会場】船橋市勤労市民センター 3 階 第一会議室 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAX 043-303-1689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お車の場合は、周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


